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北
海
道
は
、
障
害
の
あ
る
方
や
そ
の
家
族
か
ら

の
相
談
に
応
じ
た
り
、
関
係
機
関
と
の
協
力
連
携

に
よ
り
必
要
な
指
導
な
ど
を
お
こ
な
う
障
害
者
相

談
員
を
各
市
町
村
に
設
置
し
て
い
ま
す
。

幌
延
町
の
障
害
者
相
談
員
に
は
、次
の
方
々
が
委
嘱

さ
れ
ま
し
た
の
で
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
平
成
18
年
４
月
１
日
か
ら

平
成
20
年
３
月
31
日
ま
で
の
２
年
間

〒077‐0027 留萌市住之江町2丁目
0164‐42‐8324

〒098‐3396 天塩町新栄通２丁目
２‐1151

昨年度受給者証交付（郵送）の際、平成18年度分を送付済。

社会保険等。社会保険、各種共済、船員保険等。
１人につき、源泉徴収票、確定申告書本人控、道・市町村民税課税または
非課税証明書（非課税世帯のみ）のいずれか。
非課税世帯は世帯全員分を提出し、課税世帯は患者本人でも可。
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